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第１章 計画の概要

第１節 計画の作成

（１）作成年月日 令和７（2025）年9月

（２）作成者 高知県

第２節 文化財の名称等

（１）登録有形文化財（建造物）の名称及び員数

① 旧陸軍歩兵第四四連隊弾薬庫 １棟

② 旧陸軍歩兵第四四連隊講堂 １棟

（２）登録有形文化財（建造物）の構造及び形式

① 旧陸軍歩兵第四四連隊弾薬庫

煉瓦造平屋建、瓦葺、建築面積156㎡

② 旧陸軍歩兵第四四連隊講堂

木造平屋建、鉄板葺、建築面積248㎡

（３）所在地 高知県高知市曙町二丁目960－３

（４）所有者の氏名及び住所

① 所有者 高知県

② 所有者の住所 高知県高知市丸ノ内一丁目２－20

（５）登録年月日 令和５（2023）年２月27日

第３節 文化財の概要

１ 文化財の構成

登録有形文化財（建造物）旧陸軍歩兵第四四連隊弾薬庫及び

講堂は、高知県所有の敷地（5,516㎡）に立地する。

２ 文化財の概要

（１）立地環境

旧陸軍歩兵第四四連隊（以下、第四四連隊を記す）跡地は、

高知市西部の朝倉に位置し、ＪＲ朝倉駅の南約100ｍにあり、

高知市から土佐市へと伸びる県道 38 号に面している（図

1.3.1）。国立大学法人高知大学朝倉キャンパスの敷地に隣接し、

周辺には朝倉神社、朝倉城跡、朝倉古墳などが残る。敷地は、

第四四連隊の兵営の内、北西に位置する区画であり、周辺には、

陸軍墓地など第四四連隊関連施設も残る。

図1.3.1 位置図 出典：国土地理院地図に加筆

（２）創立沿革

明治28（1895）年日清戦争が終結し日本は勝利したが、第

三国のフランス、ドイツ、ロシアの三国干渉を受け、手にした

遼東半島を放棄するに至った。その三国干渉の結果を国力の

弱さからくるものと受け止め富国強兵政策に拍車をかけた日

本は、日清戦争で手に入れた巨額の賠償金を基に軍事拡張に
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舵を切った。計画には軍備編成が含まれ、日清戦争時に七個で

あった陸軍の師団を更に六個師団を増設するという内容であ

った。明治29（1896）年7月には第七（旭川）、第八（弘前）、

第九（金沢）、第十（姫路）、第十二（小倉）、後に歩兵第四四

連隊が編成される第十一（善通寺）を含む六個師団が発足して

いる。

明治29（1896）年５月に新たな兵営地の選定が行われた際、

当時の石田英吉県知事が高知経済を理由として誘致の陳情に

赴いている。買収・譲渡・献納等でまとまった土地と募金が集

まったため、朝倉村に兵営設置が決定された。兵営設置に決定

した土地は当時水田であった。

同年９月に陸軍広島支部から朝倉村の兵営予定地に連隊本

部と兵舎の入札公告がでる。同年12月に、第十一師団管下の

松山歩兵第二二連隊兵営において高知県出身兵により歩兵第

四四連隊が編成された。新編部隊の編成にあたっては、歩兵連

隊を一県一連隊の考えであった。そして、明治30（1897）年

には兵士が訓練する練兵場や射撃場、病院など20棟余りが建

設された。この時点で兵営全体の予定棟数の約1/3であった。

（図1.3.2）。同年7月に第四四連隊は朝倉兵営に移り、翌年3

月に宮中で勅語および軍旗を拝受した（図1.3.3）。

明治37（1904）年に日露戦争が開戦し同年４月に第十一師

団に動員が下令される。第十一師団は、戦地となった旅順攻撃

に参加し14,000人を超える死傷者を出した。第四四連隊に至

っては戦死者1,382名、戦傷者2,091名にのぼったが、第十一

師団はさらに進軍し奉天会戦にも参加するなど、明治 38

（1905）年８月にポーツマス条約により休戦するまでの期間

従軍した。帰国の途についたのは明治39（1906）年1月であ

った（図1.3.4）。

ポーツマス条約の成立により、満州の一部を領有すること

になった日本は軍隊の駐箚に、第十一師団も派遣する。第四四

連隊も一時派遣されることもあった。

昭和12（1937）年に日中戦争が始まり第十一師団も動員が

下令される。昭和16（1941）年には太平洋戦争が開戦し、開

戦前から東満の警備についていた第十一師団は昭和20（1945）

年に内地転用が命ぜられる（図1.3.5、図1.3.6）。本土防衛を

目的としたものであり第十一師団は高知平野の中核として配

備され、第四四連隊は仁淀川口より浦戸湾にわたる海岸線に

配置された。同年３月頃から敵機の本土空襲は激しくなり四

国の主要都市も空襲をうけるようになったが、四国の対空部

隊は兵力が少なく、四国の都市は大きな被害を被った。同年７

月に高知市も被災し、建物被害は12,000戸以上、400名以上

の死者が出た。

昭和20（1945）年8月15日に太平洋戦争の終戦を迎える。

将兵の軍旗に対する精神的敬仰は強く、軍旗を敵手に委ねる

くらいならば奉焼すべきと、陸軍大臣は８月24日全軍に対し

命令をだしている。第十一師団は８月18日には、高知市にあ

る高森山東方高地に軍旗を移し、奉焼を行った（図1.3.7）。同

年11月下旬をもって四国に所在した各部隊は一切の残務処理

を終え復員を完結しており、9月10日、第四四連隊において

も仁淀川大橋南側で復員式を行い、約50年間にわたり高知県

の郷土部隊として知られたその歴史の幕を閉じた。

第二次世界大戦の終結（昭和20（1945）年）に伴い、同年

11月米軍が高知に進駐し朝倉兵営に入営、昭和21（1946）年

5月には英連邦占領軍が進駐して入営する。昭和22（1947）

年には朝倉兵営が進駐軍から日本政府に返還され、高知師範

学校、大蔵省印刷局及び朝倉新制中学校に払い下げられる。

弾薬庫及び講堂は、第四四連隊の兵営が当地に置かれた明

治30（1897）年以降、順次整備された建造物である（図1.3.8）。

朝倉兵営に建てられた建造物は、現在弾薬庫と講堂の２棟の

みが残されている。

図1.3.2 兵営配置復元図

出典：高知市教育委員会

『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）
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図1.3.3 兵営配置復元図（上部：明治末から大正前半頃、下部：終戦時）

出典：高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）
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図1.3.4 日露戦争出征前（高知市・明治37年）

出典：『目で見る高知・南国の100年』（2007）

図1.3.5 兵隊の訓練（高知市・昭和17年頃）

出典：同上

図1.3.6 軍旗を先頭に行進（高知市・昭和17年頃）

出典：同上

図1.3.7 歩兵第四四連隊軍旗奉焼の地

出典：『四国師団史』（1972）

図1.3.8 兵営配置復元図

出典：高知市教育委員会

『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）
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表1.3.1 旧陸軍歩兵第四四連隊建造物の歴史

年 代 月 日 概 要

明治29（1896）年 12月 松山兵営で第四四連隊が設立

明治30（1897）年

7月13日 兵営竣工についての記事が掲載（土陽新聞より）。新聞には、「講堂が間もなく竣工予定」と記載

7月末 第四四連隊が高知市朝倉村へ転営

8月2日 「仮弾薬庫」が落雷

明治31（1898）年

3月24日 宮中で勅語および軍旗を拝受

6月 埋葬地（陸軍墓地）の位置が決定。同年11月、埋葬地の土地が買収

7～9月 建造物が新築・改築、道路が新設・拡張

明治33（1900）年 10月 兵営から練兵場に向かう道路新設ための土地が買収

明治34（1901）年 1月 「歩兵第四十四連隊講堂新築の件」という文書が公布

明治37（1904）年 日露戦争が開戦

明治40（1907）年～翌年 建物が模様替え、境界線や柵が新設

明治43（1910）年 兵営内へ娯楽施設が献納

明治44（1911）年 射撃場改修工事及び兵営周囲の木柵が土塁に改造

明治45（1912）年 車輌庫が新築

大正元（1912）年 装蹄場が新築

大正3（1914）年 射撃場沿いの道が整備

大正4（1915）年 射撃防弾墻が築造。大正10（1921）年頃までは様々な保守工事が実施

大正11（1922）年 7月 機関銃隊用厠が新築、面会所が改築

大正12（1923）年 第六号兵舎の一部が改築

大正13（1924）年 第三被服庫が改築

大正14（1925）年 炊事場及び浴室井戸給水設備が「タービンポンプ」に変更、倉庫が改修

大正15（1926）年 第二被服庫の修理が終了、第一被服庫が改修（昭和2（1927）年竣工）

昭和3（1928）年 小銃射撃場防弾墻が解除

昭和5（1930）年 靴工場が縫工場に移動、医務室が旧靴工場に移動、旧医務室は中隊が使用

昭和8（1933）年 剣術道場が建設

昭和9（1934）年
兵器庫が改築、第三炊事場が倉庫専用、第二炊事場で全て賄うように改築、演習場が改造、靴工

場北側に鉄塔が新設、訓練講堂が新築

昭和12（1937）年 日中戦争が開戦

昭和20（1945）年

8月15日 太平洋戦争が終結

8月18日 高森山で軍旗を奉焼

9月10日 仁淀川大橋南側で復員式を行って第四四連隊が解散

11月 米軍が高知に進駐し朝倉兵営に入営

昭和21（1946）年 5月 英連邦占領軍が進駐して入営

昭和22（1947）年
朝倉旧兵舎が進駐軍から日本政府に返還、高知師範学校と大蔵省印刷局、朝倉新制中学校に払い

下げられ

昭和23（1948）年 10月 印刷局岡山出張所の管轄する高知倉庫が設置され、弾薬庫と講堂を倉庫として使用

昭和31（1956）年頃 弾薬庫周囲の土塁が撤去

平成23（2011）年 3月 国立印刷局高知出張所が閉鎖

令和3（2021）年 6月 高知県が土地を取得

令和5（2023）年 2月 弾薬庫及び講堂が登録有形文化財に登録
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（３）施設の性格

弾薬庫及び講堂は、昭和23（1948）年10月以降、大蔵省印

刷局岡山出張所の管轄する、主に紙幣材料の三椏や楮などの

倉庫として使用していた。平成23（2011）年3月国立印刷局

の組織改編に伴い、弾薬庫及び講堂を含む敷地を持つ高知出

張所が閉鎖した。閉鎖に伴い、弾薬庫及び講堂の解体撤去の方

針が示されたが、保存を望む市民の声が高まり、令和3（2021）

年6月に高知県が当該土地建物を取得し、保存・整備を行う

こととなった。

（４）建造物の概要

①弾薬庫

煉瓦造、桁行17.6m、梁間8.9m、平屋建て、寄棟造、桟瓦

葺で正面に下屋（セメント瓦葺）を付す（図1.3.9）。主体部の

外壁は厚さ約50㎝の煉瓦壁が、内部の間仕切り壁は厚さ約

35㎝の煉瓦壁が桁下まで立ち上がる。下屋の両側面は厚さ約

25㎝の煉瓦積の袖壁が主体部から延びる。外壁はペンキ塗り

仕上げ、下屋正面は縦板張りで木製片引き戸の出入口を３箇

所設け、それぞれにモルタル仕上げの階段が取り付く（写真

1.3.1）。

主体部の内部は桁行方向にほぼ等分されて３室に別れ、各

室入口は特徴的なゆるやかなアーチ状のブリキ製の両開き戸

があり、その内側に木製腰高ガラスの両引き戸が取り付く。ガ

ラス部分には真鍮製の縦格子が付く。内部の仕上げは各室同

じで、天井は梁間方向に約30㎝間隔で密に渡した野縁に洋釘

止めした板張りとし、内壁は縦羽目板張りで角釘止めとし、廻

り縁、内法長押、地長押を廻す。各部屋に２箇所ずつ上げ下げ

窓があり、その外部は持ち送りで小庇を付け、片開きの鋼製扉

を金具止めとしている。床高は約80㎝で、床下換気口を12

箇所設ける（写真1.3.2）。

小屋組みは真束小屋組の洋小屋で、軒廻りは、母屋、棟木に

垂木を架け渡して鼻先に広小舞を打ち、野地板は横板張りと

する。垂木小口には鼻隠板を打ち、それを金属板で覆っている。

床組は、レンガ積部は控え基礎を設けて、大引きを受け、その

他の部分は自然石切石の束石に床束を建て、大引き及び根太

を掛け渡す。大引きは桁行方向、根太は梁間方向に掛け、床板

は桁行方向に張り、根太に洋釘止めとする（写真1.3.3）。

下屋は、床組み及び垂木から上は部材が新しく、加工痕や風

食具合から昭和中期頃に改修されたと推定される（写真

1.3.4）。

②講堂

木造、桁行27.3m、梁間9.1m、平屋建て、寄棟造、鉄板葺

である（図1.3.10）。基礎はレンガ積、その上に土台を廻し、

南北面は１間毎に、東西面は開口の巾に柱を建て、胴差で固め、

その上下に筋交、間柱を配す。外壁は南京下見板張り、ペンキ

塗り仕上げである（写真1.3.5）。

内部は、当初は３室に分かれていたが、現在は間仕切り壁が

撤去され、１室の大空間となっている。東面の出入り口は３箇

所あり、当初の建具は不明だが、現在は電動シャッターとなっ

ている（写真1.3.6）。東西面には一間巾の窓を設け、引き違い

のガラス戸、その外側には両開きの板戸が取り付く。天井はな

く、内壁は縦板張り目板打ちとし、廻り縁、内法長押、地長押

を廻す。床はコンクリート仕上げとなっている（写真1.3.7）。

小屋組は真束小屋組の洋小屋だが弾薬庫と違って、陸梁は

中央を金物で継ぎ、挟み吊り束がある（写真1.3.8）。

（５）主な改造とその内容

①弾薬庫

・下屋屋根の葺き材は、昭和期に桟瓦葺きからセメント瓦葺

きに替わっている。

・主屋根は、垂木から上部の野地板は昭和50年代に改修さ

れて、桟瓦も葺き替えられている。また、小屋組は、桁の番

付と墨書が新たに施されており、桁や鼻母屋の一部も改修さ

れている。

・下屋の間仕切り壁は、撤去されている。

②講堂

・窓の建具は、引違ガラス格子窓の外部に両開き亜鉛メッキ

鋼板張り木製建具が付加されている。固定には、縦型木製閂

を用いている。

・建物西面の出入り口には鋼製シャッターが取り付けられ

ているが、当初のこの付近には掃き出し形式の建具が組み込

まれていたと思われる。現在の出入口の形状は内部に車が乗

り込めるように、大きく広げており、車が進入できる車路を設

け、内部床はコンクリートに塗床で仕上げている。

・当初の内部は3分割された室として使用されており、戦

後の国立印刷局時期に倉庫として空間を広く使う目的で、間

仕切り壁は撤去されている。

・屋根葺き材は、桟瓦から瓦棒カラー鉄板に替わっている。

・廻り縁の痕跡により、当初、講堂の各教室の天井には棹縁

天井が張られていたと思われる。

・外壁は、創建時は素地現しだったものが、国立印刷局時期

に白ペンキを塗装している。
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図1.3.9 弾薬庫 平面図・立面図
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図1.3.10 講堂 平面図・立面図
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写真1.3.1 弾薬庫東面

写真1.3.2 弾薬庫内部

写真1.3.3 弾薬庫小屋組

写真1.3.4 弾薬庫下屋

写真1.3.5 講堂西面

写真1.3.6 講堂東面

写真1.3.7 講堂内部

写真1.3.8 講堂小屋組
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３ 文化財の価値

文化財保護法第57条第1項の規定により、旧陸軍歩兵第四

四連隊弾薬庫及び講堂は令和5（2023）年2月27日付けをも

って文化財登録原本に登録された。登録基準は「二 造形の規

範となっているもの」であり、登録時に記載された建物の特徴

等は以下の通りである（出典：『月刊文化財（令和5年2月）』）。

市内西部の旧陸軍跡地にある弾薬庫と講堂で、戦後は国立

印刷局の三椏・楮倉庫として用いられた。弾薬庫は煉瓦造平屋

建てで、正面に下屋を付す。高床で湿気を抑え、内部は天井・

壁・床を板張りとする三室を並べる。講堂は木造平屋建てで、

下見板張りの外観に窓を多く配す。当初は内部を三室に区切

り、下士官の講義室とした。

（１）歴史的価値

高知の郷土部隊であった第四四連隊の兵営は戦後、進駐軍

から高知師範学校と大蔵省印刷局に払い下げられた後、少し

ずつ撤去され新たな施設を建設し機能を変えていった。

弾薬庫と講堂は、終戦時に旧朝倉兵営の中で存在した約80

棟の建造物・工作物のなかで、活用方法が変わりながらも形状

を変えず残存した遺構として希少である。さらに、弾薬庫は、

進駐軍が使用していた時期の痕跡が残る。建具には備蓄庫と

して使用されていたと分かる英語記載が残り、戦後の進駐軍

統治下の旧兵営を伝える上で重要である。

弾薬庫と講堂は一部を改修されているものの、当初の形態

と部材が多く残されており、当時の機能と意匠を伝える上で

歴史的価値を有する建造物である。

（２）建築的価値

弾薬庫と講堂は、高知県の数少ない意匠・構造・材料などに

和風と洋風が入り混じる明治期の貴重な建造物である。

弾薬庫は、壁体部分はレンガ組積造、小屋裏は洋風トラス構

造、床組みと小屋裏の母屋以上の垂木や野地板は和風を踏襲

しており、和洋風の大きな特徴を残している。また、弾薬庫は

湿気対策として、床組みを高く上げ、壁・天井を木仕上げとし

ている。

講堂は、レンガ組積造基礎部分・外壁南京下見板張り・角部

分の付柱、軒下の換気口・内部小屋組み真束トラスは洋風の構

造を採用している。一方、レンガ基礎上部の土台から柱建てと

敷桁・縦羽目板張りに見板付き内壁仕上げ・小屋裏の垂木と野

地板、また、改修時（昭和50年代）に撤去された間仕切り壁・

竿縁天井・元の桟瓦葺き屋根から瓦棒亜鉛鉄板葺に改修され

屋根は、和風の構造や仕上材を使用していることから、和風構

造形式に洋風構造形式を組み込んだ建造物である。

（３）社会的価値

弾薬庫と講堂および周辺に点在する関連施設は、朝倉地区

に残る第四四連隊を後世に語り継ぐための重要な場所である。

見学者が実際に建造物や跡地を見学することで、第四四連隊

及び関連部隊の歴史や時代背景を理解し、戦争の史実を知る

ことができる。

第４節 文化財保護の経緯

１ 保存事業履歴

平成23（2011）年5月7日に「旧陸軍歩兵四十四連隊の弾

薬庫等を保存する会」が結成され、同会は、5月26日現地見

学会を開催し、そして、同日「独立行政法人国立印刷局高知出

張所内の旧陸軍歩兵第四十四連隊の弾薬庫等についての要望」

を高知市長に提出した。この要望を受け高知市教育委員会で

は、7月8日「平成23年度第1回高知市文化財保護審議会」

において委員の現地調査視察実施を決定し、10月12日史跡・

埋蔵文化財・建造物関係の委員が現地視察を行った。そして、

平成24（2012）年6月6日「平成24年度第1回高知市文化

財保護審議会」において、詳細な調査の必要性が、平成25

（2013）年1月8日「平成24年度第2回高知市文化財保護審

議会」において、小委員会組織の必要性が議論された。

平成26（2014）年7月9日、「国立大学法人高知大学と高

知市との連携に関する協定」に基づき「第11回高知大学・高

知市コーディネーター会議」が開催された。そこに高知市より

「高知市教育委員会としてもその学術的価値等を高知市文化

財保護審議会に諮問し、調査の必要があるとの回答を得てい

る。調査方法については、高知市単独で行うのではなく、当該

敷地に隣接する高知大学との連携によりこの弾薬庫等の文化

財としての価値を学術的な立場から調査し、今後保存を含め

た活用の方策を模索するため連携事業」を提案し、高知大学か

らは「調査に向けたチームを編成し、対応が可能である」との

説明があった。

平成27（2015）年3月、財務省高知財務事務所より、当該

施設が同年1月に財務省管轄の財産になり、公売する方針で

あるとの連絡があった。そこで、高知市教育委員会と高知大学
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で協議を進め、同年9月の高知市議会定例会において調査事

業予算案が可決され、高知市教育委員会が高知大学に委託す

る形で調査を実施することとなった。

高知大学では建造物調査、埋蔵物調査、文献等調査を実施す

ることとし、学内及び学外のそれぞれの専門家からなる研究

チームを編成し、高知市教育委員会とも連携しつつ調査に当

たり、その結果について『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査

報告書』（2016）をまとめあげた。その後、高知市は当該土地・

施設の取得を検討したが見送られている。

平成28（2016）年11月に高知財務事務所は、県と市に取

得の意思の有無について照会して、それぞれから取得の意思

がないことを確認し、公売の手続を進めていたところだった

が、県から財務事務所に対して公売手続を一時中止すること

を願い出て、平成30（2018）年２月末まで処分留保となった。

その間、県が当該土地・施設を取得して保存するべきかどうか

を判断するため、弾薬庫および講堂の文化財としての価値に

ついて、高知県文化財保護審議会に諮問され、「弾薬庫、講堂

ともに国登録有形文化財に相当し、また弾薬庫については県

指定文化財に相当する」と答申された。その後、県は取得に向

けた検討を進め、平成31（2019）年に土地取得について意思

表明をした。その後の経過は表1.4.1の通りである。

表1.4.1 令和元（2019）年以降の保存事業

年 月 内容

令和元年

（2019）

5月
旧陸軍歩兵第44 連隊跡地保存活用検討委

員会を設置

11月 上記委員会にて保存・活用基本方針を策定

令和2年

（2020）

2月
土地取得に係る不動産鑑定評価の予算案を

議決

6月
高知財務事務所に対して土地取得要望書を

提出

11月
国有財産四国地方審議会で、高知県を売却

相手先として承認

令和3年

（2021）

6月 土地を取得

11月
跡地活用調査等業務委託（跡地整備案の策

定）

令和4年

（2022）

1月
弾薬庫及び講堂基本設計委託（保存修理基

本設計及び耐震診断・補強案の策定）

3月
弾薬庫の応急修繕（破損瓦の差替、下屋雨漏

部・樋補修）

令和5年

（2023）
2月 弾薬庫及び講堂が登録有形文化財に登録

２ 活用履歴

これまでに活用の履歴はない。

第５節 保護の現状と課題

１ 保存の現状と課題

戦後に進駐軍から大蔵省印刷局に払い下げられて以降、建

造物に大きな改変はみられないが、講堂内部の間仕切が取り

払われ、支えられていた屋根・小屋組みの垂下が見られ改善が

必要である他、両建造物とも令和4（2022）年度に実施した耐

震診断の結果、構造的な補強を必要とする。

内外観ともに建築当初の材料が多く残されている一方、大

規模な修理工事を行ってきていないため、広範囲に大小の破

損・腐朽が見られる。破損・腐朽の進行を止めるために管理計

画・修理計画を検討する。

屋根葺き材も両建造物とも、経年劣化がみられ葺き替え又

は部分葺き替えを検討する。外観、仕上材（塗装、左官）は劣

化が顕著で、修理が必要であり、材料の更新を含めた修理方法

を検討する。

２ 活用の現状と課題

弾薬庫と講堂および周辺に点在する関連施設は、朝倉地区

に残る第四四連隊を後世に語り継ぐための重要な場所である。

語り継ぐ人々が減る中では、このような戦争遺構が重要な教

材になり得ることから、それを活用するための適切な保存・整

備を検討する。

展示施設あるいはその他の活用用途に変わることで用途変

更の可能性があることと、修理の方針によっては建築行為に

該当し建築基準法が遡及される可能性があり、建築基準法に

適合した整備を検討する。

消防設備については通電されていない自動火災報知設備と、

消火器が置かれている状況であるが、今後、活用用途に応じた

消防設備の設置を検討する。

計画敷地内は弾薬庫と講堂以外は、国立印刷局時期に建築

物・工作物を建替えあるいは新設されたものとなる。課外授業

等教育カリキュラムの一環で公開活用をする上で、受け入れ

に耐え得る便益施設への更新が必要となる。地域に開かれた

施設とする上で、駐車場・駐輪場・休憩スペース・管理室・ト

イレ等を敷地内に検討していく。

弾薬庫は、公開される施設として目指す場合に、建物外周は
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樹木や草木が生い茂っており、建物外観の鑑賞や建物に出入

りに支障があることから、建物へのアプローチ整備や樹木管

理計画を検討する。検討にあたっては、バリアフリーやユニバ

ーサルデザインにも配慮する。

講堂は、現状で建物の出入口は電動シャッターのみとなっ

ており、災害時等の避難路として適切ではない。利用者が円滑

に避難できる建具、設備を整備する。また、台風対策と思われ

る後補で取り付けられた雨戸は、固定具がなく開いた状態で

は風に煽られている。日常管理の方法と併せて建具類の施錠

方法や金物の選定を行う。

第６節 計画の概要

１ 計画区域

計画区域は、第四四連隊弾薬庫及び講堂の敷地（高知県所有）

の範囲とする（図1.6.1）。当該敷地の変遷について、進駐軍と

大蔵省印刷局時代の古図面から追うことができる。

まず、敷地の形状について、昭和22（1947）年には朝倉兵

営が進駐軍から日本政府に返還される際の配置図

「ASAKURABARRACK」（図1.6.2）では、兵営を４つの区域

に分割し、それぞれの区域は説明されている。この時点で、弾

薬庫と講堂が位置する敷地Bが、全体から切り離されたこと

が分かる。

図1.6.1 計画区域図

A=英連邦軍保有地域(AREAHELDBYBCOF)

B=印刷局出先機関(OUTLYINGSTATIONOFTHEPRINTINGBUREAU)

C=高知市朝倉新制中学校(ASAKURALOWER SECONDRYSCHOOL)

D=高知師範学校(KOCHINORMAL SCHOOL)

そして、敷地の出入口の位置について、大蔵省印刷局時代の

配置図（図1.6.3、1.6.4）を見ると、昭和23（1948）年度から

昭和42（1967）年度までの間に、出入口が西南隅に設けられ

ていた。昭和48（1973）年度の配置図では、出入口が敷地の

北側に移動された。

その後、敷地の形状及び出入口の位置は、変更がなく現在ま

で至る。

２ 計画の目的と基本方針

本計画は、戦争の歴史を後世に語り継ぐ重要な施設として、

第四四連隊弾薬庫及び講堂の価値を明らかにし、保存の方針

を明確にする。文化財としての価値を活かしつつ、計画敷地お

よび登録文化財建造物の今後の公開活用を図る。

３ 計画の概要

本計画は、「保存管理計画」、「環境保全計画」、「防災計画」、

「活用計画」と「保護に係る諸手続き」からなる。

保存管理計画では、保存管理の基本方針を示す。「保存管理の

状況」では、本計画の対象建造物の保存管理の状況を明らかに

し、「保護の方針」では、部分及び部位を設定して保護の方針

を定める。「管理計画」では、管理体制及び管理方法について

記載する。「修理計画」では、調査結果を踏まえ、修理項目を

抽出する。

環境保全計画では、環境保全の基本方針を示す。敷地内を対

象として現状と課題を整理し、環境保全に関する基本方針を

示す。また、計画区域内を区分して保全の方針を定め、敷地内

における建造物・工作物を区分して保護の方針を定める。さら

に、防災上の課題と対策について記載する。

防災計画では、防火・防犯対策、耐震対策、耐風対策、そ

の他災害対策について記載する。

活用計画では、公開活用基本方針を示し、公開計画及び活

用基本計画を定め、実施に向けての課題を明らかにして活用

基本計画を策定する。

保護に係る諸手続きでは、登録有形文化財（建造物）とし

ての修理や改修などに必要な諸手続き及び関係法令について

記載する。
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図1.6.2 兵営が進駐軍から日本政府に返還される際の配置図および凡例

出典：『朝倉元兵舎に移転関係記録』（1947）

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用

・各エリアについて、Aは英連邦軍保有地域、Bは大蔵省印刷局出先機関、Cは高知市朝倉新制中学校、Dは高知師範学校である

・各建造物について、46は弾薬庫、52は講堂である
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図1.6.3 大蔵省印刷局時代における配置の変遷（昭和23（1948）年～昭和32（1957）年）

出典：エコロジカルスタンド株式会社『旧高知倉庫 土地利用履歴等調査 報告書』

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用

※講堂は図中における番号１、弾薬庫は番号３に該当する
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図1.6.4 大蔵省印刷局時代における配置の変遷（昭和37（1962）年～昭和48（1973）年）

出典：同前

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用

※講堂は図中における番号１、弾薬庫は番号３に該当する
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第２章 保存管理計画

第１節 保存管理の状況

１ 保存及び破損状況

【弾薬庫】

（１）基礎

基礎は外壁及び間仕切壁に設け、布石を敷いた上に煉瓦積

みとする。各室毎に換気口を設けているため床下は乾燥状態

を保てている。煉瓦基礎には改変はなく、保存・構造上支障と

なる亀裂、破損も見られず創建当初のまま保存されている。

（２）床組

番付が墨書きされた床束が残るなど、主屋の床組に改変は

見られない。根がらみが部分的に外れているが、床束に転びは

ない。蟻害が一部見られ、根太など取替えが必要と思われる材

が見られる。

下屋の床は漏水で腐朽しており、応急処置で腐朽した床板

を合板で塞いだ上、床束は添え木を設けて対処している。

写真2.1.1 根がらみの外れ

写真2.1.2 根太の蟻害

写真2.1.3 床束の応急処置

（３）外壁・躯体

煉瓦にモルタル塗の上に白ペンキと、部分的に吹付けタイ

ルで仕上げが施されている。吹付タイルは国立印刷局時期に

施されたと思われる。煉瓦とモルタル塗の界面に雨水が入り

込むことにより、モルタルの孕み・剥落が散見され、その他で

もカビや雨垂れなどの汚損が目立ち、軒樋・竪樋付近、開口部

廻り、換気口廻り、雨樋がない袖壁に顕著に見られる。

外壁南西角のモルタル塗にはローマ字の落書きがあるが、

戦後の進駐軍によるものと思われる。

軒には板金折りの軒蛇腹が付くが、部分的に欠失・破損がみ

られる。

下屋は桟付の焼杉板竪板張とする。桟の欠損が散見される。

下屋の軸組は漏水による腐朽の他、柱・梁に蟻害がある。柱脚

も腐朽している箇所が数本見られる。

写真2.1.4 モルタルの剥落
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写真2.1.5 竪樋付近の汚損

写真2.1.6 袖壁の汚損

写真2.1.7 モルタルのカビ

写真2.1.8 軒蛇腹の欠失・破損

写真2.1.9 桟の欠損

写真2.1.10 下屋 軸組の腐朽

写真2.1.11 下屋 軸組の蟻害

写真2.1.12 柱脚の腐朽
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（４）小屋組

小屋組はキングポストトラスで寄棟に組まれており、仕口

にはボルト留めされた金物を付す。ボルト留めはネジ山が無

くなり座金が浮くなど緩みが見られる箇所がある。小屋組の

主材はマツで、概ね健全な状態で保たれている。

写真2.1.13 金物の緩み

（５）屋根・樋

屋根は桟瓦葺きで昭和50年代に葺き替えられている。下葺

きや葺き土は残されているが、葺き替えられた桟瓦の形状・寸

法は創建時の桟瓦の形状・仕様が踏襲されているかは定かで

ない。西面の軒先の一部は漏水し野地板まで腐朽し、瓦の一部

が脱落したため、令和4（2022）年に応急修理を行っている。

棟積みの南蛮漆喰は亀裂、剥落が見られ植物が生えるなど深

部への浸水が懸念される。瓦は割れ・欠けが散見される。

下屋はセメント瓦で葺かれているが、創建時の葺き材は不

明である。下屋の屋根勾配は緩く漏水し、下屋の野地板・母屋

から下部の床まで漏水し腐朽していたため、令和4年に下葺

きの防水シートをやり替え、腐朽した母屋は添木を施し補強

している。袖壁付近の熨斗セメント瓦は乱れており、そこから

も漏水は進行しており、腐朽した軒先にのるセメント瓦は脱

落しそうな状況にある。

樋は鋼製樋で、雨水を軒樋で受け竪樋から犬走に落とし、モ

ルタルで成形した溝を犬走に通し、U字溝に流している。下

屋の樋だけは塩ビ製に取り替えられている。じょうごや呼び

樋付近での汚れの堆積により植物が生えている箇所も見られ

る。

外壁開口部廻りの庇は鉄板葺きとしており、発錆が見られ

る。

写真2.1.14 棟積みの南蛮漆喰の亀裂・剥落

写真2.1.15 瓦の割れ・欠け

写真2.1.16 セメント瓦の崩れ

写真2.1.17 じょうごと呼び樋の汚れ
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写真2.1.18 外壁開口部廻りの庇の発錆

（６）内装

主室の壁は竪板張り、天井は本実矧ぎの鏡板張りで廻り

縁・長押・巾木が付く。床は本実矧ぎ床板張りで各室に床点検

口を設けている他、南北の部屋に合板で応急的に塞がれてい

る箇所が1箇所ずつある。

下屋内は屋根の野地板と外壁の竪板張りを現しており、主

室側の壁は煉瓦壁に砂漆喰塗としている。砂漆喰には亀裂が

見られるが、概ね健全である。床板は漏水箇所が腐朽しており、

応急的に合板で塞いでいる。

写真2.1.19 砂漆喰の亀裂

（７）建具

東面下屋の出入口３箇所は片引きの木製竪板張框戸とする。

破損部を応急的にベニヤ板で塞いだ補修箇所がある。いずれ

も滑りが悪く開閉時の動きが重い。

各室入口には鉄板巻の閂付両開き扉と引分けの腰板ガラス

戸が二重に設置される。腰板ガラス戸は防犯用の真鍮製格子

が付いているが多くは欠失し、ガラスも割れており欠失して

いるものが多い。各室外壁には採光換気用の窓があり、内部は

ガラス格子の上げ下げ窓、外部は片開きの鋼製扉が設置され

る。建具の間には竪格子と亀甲金網が付されている。上げ下げ

窓のガラスは当初から取替えられていると思われるものが散

見される。鋼製扉の外部は塗装が施されているが、塗膜は経年

で劣化し浮き・剥離が見られる。

写真2.1.20 框戸の破損

写真2.1.21 腰板カラス戸 真鍮製格子の欠失・ガラスの割れ

写真2.1.22 上げ下げ窓 ガラスの割れ
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写真2.1.23 鋼製扉 塗膜の浮き・剥離

（８）設備機器

建物内には自動火災報知の定温式感知器と、蛍光灯照明器

具を備える。国立印刷局時期に取付けられたもので、国立印刷

局の稼働停止以降、通電されていない。令和4（2022）年の漏

水応急修理の際に処理に支障があったため配線は一部切断し

ている。

写真2.1.24 感知器、蛍光灯

（９）外構

出入口3箇所には煉瓦積みにモルタル仕上げの階段が設置

される。下屋廻りの叩きはモルタル塗りで縁石を配し、水下に

はU字溝を設け、階段前のみグレーチング蓋を置く。

北・東・南面の犬走は洗い出しモルタルに縁石を配し、U字

溝を設ける。竪樋を設置する箇所にはモルタルで成形した溝

をきりU字溝へ流している。四周ともU字溝は後補によるも

のと思われる。洗い出しモルタルの犬走は所々割裂し、建物と

の隙間が生じ、その各所から植物が生えている状況にある。

写真2.1.25 犬走の割裂、植物の発生

【講堂】

（１）基礎

基礎は外壁に設け、煉瓦積みとする。煉瓦積み下部の状況は

コンクリート床とモルタルの犬走があるため確認できていな

い。煉瓦積みは南東角に目地が切れ煉瓦のずれが見られる他

は概ね健全といえる。

（２）床

国立印刷局時期に倉庫として利用するためにコンクリート

打設の上に塗床仕上げとされている。

（３）外壁・躯体

外壁は下見板張りに白ペンキ塗とする。白ペンキ塗は国立

印刷局時期に塗られたものと思われる。塗装は劣化が著しく

全面に渡りひび割れ、所々で剥離している。土台上に付けられ

た鉄板折りの水切りも塗装が劣化しているため水が溜まり、

多くは発錆・欠損している。主に窓廻りからの漏水が見られ、

その周辺の軸組は腐朽している。土台も漏水に加え、蟻害によ

り破損腐朽し潰れている箇所が四周ともみられる。蟻害の全

貌は不明だが一部軸組に被害を確認した。

写真2.1.26 下見板張り 塗装の劣化
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写真2.1.27 水切り 塗装の劣化

写真2.1.28 土台の破損・腐朽

（４）小屋組

小屋組はキングポストトラスで寄棟に組まれており、仕口

にはボルト留めされた金物を付す。トラスの下弦材は中央で

三味線継ぎしており、ボルトや金物で補強している。屋根荷重

を支えきれず撓んだ下弦材は継手に緩みが見られる。創建当

初からの母屋に加えて、屋根をふき替えた際に母屋を倍ピッ

チで足されている。全体的に材自体の目立った破損や腐朽は

見られない。

写真2.1.29 下弦材 継手の緩み

（５）屋根・樋

屋根は瓦棒カラー鉄板葺きとする。葺き替えられた時期は

不明であるが、当初は桟瓦葺きであった。

創建当初にあった内部の間仕切壁が無くなっているために、

支えを失った小屋組が撓み、屋根もそれに伴い歪みが見られ

る。瓦棒カラー鉄板には全体的に発錆が確認される。

樋は塩ビ製で後年に取付けられている。竪樋に向かって軒

樋が勾配を取れておらず、土などが堆積し植物が生えている。

写真2.1.30 屋根の歪み、鉄板の発錆

写真2.1.31 竪樋の破損

（６）内装

壁は目板付の竪板目板張りに長押と巾木が付いており、創

建当初から保存されている。板材に割れ・欠けは見られるもの

の大きな破損・腐朽は見られない。板材には創建当初に天井が

あったことを示す廻り縁が残る。巾木は土台の破損腐朽に伴

い脱落しかかっている箇所がいくつか見られ、巾木自体の腐

朽も見られる。

土台下の基礎はモルタルで成形されているが、割れ・剥落が

散見される。
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写真2.1.32 巾木の腐朽

（７）建具

内部は引違いガラス格子窓、外部は両開きの亜鉛メッキ鋼

板巻き木製雨戸が設置される。雨戸は創建当初には無く、年代

は不明だが後年取り付けられたものである。引違いガラス格

子窓にはねじ締まり錠が付くが、召し合せが悪く締められな

い箇所がある。雨戸は上下にフランス落としが付くがほとん

どは錆び付いて使っておらず、閉める場合は外部のけんどん

式の木棒で固定する。その木棒を固定するコの字の金物は

所々脱落している。雨戸の開放時に固定する機能はなく、風に

煽られていることも見受けられる。雨戸の亜鉛メッキ鋼板に

は茶塗装が施されているが経年の劣化で浮き・剥離が見られ

る。その他雨戸には桟の折損、蝶番ビスの欠失等が散見される。

東面には国立印刷局時期に倉庫として利用するために電動

シャッターが3基設置され、創建当初の出入口建具及びその

周辺の外壁も改変されている。

写真2.1.33 雨戸 フランス落としの発錆

写真2.1.34 雨戸 亜鉛メッキ鋼板の浮き・剥離

写真2.1.35 雨戸 桟の折損

写真2.1.36 雨戸 蝶番ビスの欠失

（８）設備機器

建物内には自動火災報知の定温式感知器と、蛍光灯照明器

具を備える。国立印刷局時期に取付けられたもので、印刷局の

稼働停止以降、通電されていない。
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写真2.1.37 感知器

（９）外構

建物四周に周る犬走と排水溝はモルタルで成形されている。

犬走は所々割裂し、建屋との隙間が生じ、その各所から植物が

生えている状況にある。南側に設ける雨水桝の上部に、縞鋼板

とグレーチング蓋を置く。排水溝は高知大学の敷地へ接続さ

れている。

写真2.1.38 犬走の割裂、植物の発生
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図2.3.1 破損状況（弾薬庫）
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図2.3.2 破損状況（講堂）



第２章 保存管理計画

27

２ 管理状況

（１）敷地内の管理

高知県が土地を取得した令和３（2021）年以降、毎年３回、建物周りを中心に、敷地全体の除草や樹木の剪定を実施している。

（２）建造物の管理

令和３年以降、高知県歴史文化財課が所管し、定期的な通風・換気など日常管理を行っている。

（３）災害に対する予防措置

現在は非公開で無人であるため、常時雨戸を閉めて、施錠している状態である。

（４）法的点検等

現在は実施していない。

第２節 保護の方針

１ 保護の基本方針

旧陸軍歩兵第四四連隊の兵営の歴史を継ぐ建造物は弾薬庫と講堂のみである。建築当初及び進駐軍の接収下にあった時期と思

われる材料が数多く残され、高知県に残る陸軍の施設の仕様が遺存するものとして希少である。

戦時中に創建された歴史的建造物の内外観の意匠・材料を通して体感し、後世に伝えられるよう、適切な保存修理・耐震補強・

維持管理を行っていく。

２ 部分・部位の設定と保護の方針

登録有形文化財旧陸軍歩兵第四四連隊弾薬庫及び講堂において、表2.2.1、2.2.2により部分及び部位の設定と保護の方針を示

す。
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表2.2.1 ＜部分＞の区分と保護の方針

表2.2.2 ＜部位＞の区分と保護の方針

区分 保護の方針

保存部分

・厳密な保存が要求される部分を示す。

本計画では、下記の部分が該当する。

（弾薬庫）外壁、主室、前室（下屋）

（講 堂）外壁

・原則として変更不可とし、材料や意匠

を厳密に保存し、現状を維持する。

保全部分

・維持及び保全することが要求される部分を示す。改修により文化

財の価値が一部失われ、今後の修理によって復原を目指す部分、

また、活用及び補強等のため改変が不可欠となる部分を含む。

本計画では、下記の部分が該当する。

（弾薬庫）屋根（主屋・下屋）、小庇（鉄板葺き）

（講 堂）屋根、室、開口部建具（木製雨戸、電動シャッター）

・改修は可能とするが、当初の材料や意

匠には配慮する。

・形状は残すが、機能向上のための質の

変更は可能とする。

その他部分

・活用または安全性の向上のために改修が許容される部分を示す。

本計画では、該当箇所なし。

・必要に応じて変更する。ただし、周囲

の保存・保全部分との取り合いが生じる

場合には十分配慮する。

区分 保護の方針

基準１
・当初の材料から構成される部位を示す。

本計画では、外部では基礎、外壁材、当初の建具等が該当する。

・材料自体の保存を行う。

基準２

・当初の材料から構成される部位であるが、材料の定期的な更新や

補修が必要な部位を示す。

本計画では、鋼製樋、漆喰塗り、モルタル塗り、水切り等が該当

する。

・材料の形状・材質・仕上げ・色彩の

保存を行う。

基準３

・後世の改修等により改変された部位のうち、当初の仕様を踏襲し

て再配置された部位を示す。

本計画では、桟瓦葺き等が該当する。

・主たる形状及び色彩の保存を行う。

基準４

・後世の改修等により改変された部位のうち、当初の仕様から変更

された部位を示す。

本計画では、白ペンキ塗装、セメント瓦葺き、瓦棒カラー鉄板葺

き、塩化ビニール樋、木製雨戸等が該当する。

・改変を行う際に周辺への意匠上の配

慮を行う。

基準５

・後補である部位を示す。

本計画では、消防設備や電気設備機器、国立印刷局時代に設置さ

れたもの等が該当する。

・必要に応じて、撤去や再配置を行う。
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弾薬庫［外部］
東面：保存部分、保全部分

図2.2.1 部分設定図

表2.2.1 部位設定表

図2.2.2 部位設定写真

部 位 基 準 仕 様 備 考

基礎 基準１ 煉瓦積み

外壁
基準１ 焼杉板竪板張り（下屋）

基準２ モルタル塗り（主屋）、板金折り軒蛇腹（主屋）

屋根、庇
基準３ 桟瓦葺き（主屋）

基準４ セメント瓦葺き（下屋）

開口部建具 基準１ 木製竪板張框戸

照明器具 ―

設備
基準２ 鋼製樋（主屋）

基準４ 塩化ビニール樋（下屋）

その他 基準１ 犬走、階段（煉瓦積みモルタル仕上げ）

塗装
基準４ 外壁：白ペンキ塗装

基準５ 吹き付けタイル
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南面：保存部分、保全部分

図2.2.3 部分設定図

表2.2.2 部位設定表

図2.2.4 部位設定写真

部 位 基 準 仕 様 備 考

基礎 基準１ 煉瓦積み

外壁 基準２ モルタル塗り

屋根、庇

基準１ 木製庇（小庇）

基準３ 桟瓦葺き（主屋）

基準４ 鉄板葺き（小庇）

開口部建具 基準１ 鋼製扉

照明器具 ―

設備 基準２ 鋼製樋

その他 基準１ 犬走

塗装
基準４ 外壁：白ペンキ塗装

基準５ 吹き付けタイル
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西面：保存部分、保全部分

図2.2.5 部分設定図

表2.2.3 部位設定表

図2.2.6 部位設定写真

部 位 基 準 仕 様 備 考

基礎 基準１ 煉瓦積み

外壁 基準２ モルタル塗り

屋根、庇

基準１ 木製庇（小庇）

基準３ 桟瓦葺き（主屋）

基準４ 鉄板葺き（小庇）

開口部建具 基準１ 鋼製扉

照明器具 ―

設備 基準２ 鋼製樋

その他 基準１ 犬走

塗装
基準４ 外壁：白ペンキ塗装

基準５ 吹き付けタイル
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北面：保存部分、保全部分

図2.2.7 部分設定図

表2.2.4 部位設定表

図2.2.8 部位設定写真

部 位 基 準 仕 様 備 考

基礎 基準１ 煉瓦積み

外壁 基準２ モルタル塗り

屋根、庇

基準１ 木製庇（小庇）

基準３ 桟瓦葺き（主屋）

基準４ 鉄板葺き（小庇）

開口部建具 基準１ 鋼製扉

照明器具 ―

設備 基準２ 鋼製樋

その他 基準１ 犬走

塗装
基準４ 外壁：白ペンキ塗装

基準５ 吹き付けタイル
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弾薬庫［内部］：保存部分

図2.2.9 部分設定図

表2.2.5 部位設定表

図2.2.10 部位設定写真

部 位 基 準 仕 様 備 考

床面 基準１ 板張り

壁面
基準１ 竪板張り、木巾木

基準２ 砂漆喰塗り（下屋内主室側）

天井面 基準１ 鏡板張り（主室）、野地板現し（下屋）

開口部建具 基準１ 鉄板巻閂付両開き扉、木製引分腰板ガラス戸、木製ガラス上げ下げ窓

照明器具 基準５ 蛍光灯

その他
基準１ 敷居

基準５ 棚、感知器
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講堂［外部］
東面：保存部分、保全部分

図2.2.11 部分設定図

表2.2.6 部位設定表

図2.2.12 部位設定写真

部 位 基 準 仕 様 備 考

基礎 基準１ 煉瓦積み

外壁
基準１ 下見板張り

基準２ 水切り

屋根 基準４ 瓦棒カラー鉄板葺き

開口部建具
基準４ 木製雨戸

基準５ 電動シャッター

照明器具 ―

設備 基準４ 塩化ビニール樋

その他
基準４ 犬走

基準5 スロープ

塗装 基準４ 外壁：白ペンキ塗装
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南面：保存部分、保全部分

図2.2.13 部分設定図

表2.2.7 部位設定表

図2.2.14 部位設定写真

部 位 基 準 仕 様 備 考

基礎 基準1 煉瓦積み

外壁
基準１ 下見板張り

基準２ 水切り

屋根 基準４ 瓦棒カラー鉄板葺き

開口部建具 ―

照明器具 ―

設備 基準４ 塩化ビニール樋

その他 基準４ 犬走

塗装 基準４ 外壁：白ペンキ塗装
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西面：保存部分、保全部分

図2.2.15 部分設定図

表2.2.8 部位設定表

図2.2.16 部位設定写真

部 位 基 準 仕 様 備 考

基礎 基準1 煉瓦積み

外壁
基準１ 下見板張り

基準２ 水切り

屋根 基準４ 瓦棒カラー鉄板葺き

開口部建具 基準４ 木製雨戸

照明器具 ―

設備 基準４ 塩化ビニール樋

その他 基準４ 犬走

塗装 基準４ 外壁：白ペンキ塗装
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北面：保存部分、保全部分

図2.2.17 部分設定図

表2.2.9 部位設定表

図2.2.18 部位設定写真

部 位 基 準 仕 様 備 考

基礎 基準1 煉瓦積み

外壁
基準１ 下見板張り

基準２ 水切り

屋根 基準４ 瓦棒カラー鉄板葺き

開口部建具 ―

照明器具 ―

設備 基準４ 塩化ビニール樋

その他 基準４ 犬走

塗装 基準４ 外壁：白ペンキ塗装
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講堂［内部］：保存部分

図2.2.19 部分設定図

表2.2.10 部位設定表

図2.2.20 部位設定写真

部 位 基 準 仕 様 備 考

床面 基準５ 塗床

壁面
基準１ 竪板張り、木巾木

基準２ モルタル塗り

天井面 ―

開口部建具 基準１ 引き違いガラス格子窓、木格子

照明器具 基準５ 蛍光灯

その他 基準５ 感知器、間仕切り

塗装 ―
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第３節 管理計画

１ 管理体制

本県の他の文化財と同様に、文化財保護法及び関連法令に

基づく管理を行うものとする。管理運営の方法は、外部への委

託による方法も含めて、今後の検討が必要であるが、計画区域

の対象となっている登録有形文化財旧陸軍第四四連隊弾薬庫

及び講堂の敷地及び建造物を一括して管理・運営する予定で

ある。

担当部署：高知県文化生活部歴史文化財課

２ 管理方法

（１）保存環境の管理

①清掃・整頓に関する事項

施設管理者による日常的な清掃・整頓の他、清掃業者による

定期的な屋内の清掃・メンテナンスを行う。

②日照・通風の確保に関する事項

施設管理者によって、定期的に全室の窓の開閉を行う。また、

建造物に接する樹木の枝を払い周辺の日照と通風を確保する。

③蟻害・虫害・腐朽防止に関する事項

施設管理者または専門の業者によって点検をし、必要に応

じて防腐・防虫処理を行う。

④風水雪害に関する事項

施設管理者によって適時点検を行う。強風・台風時には雨戸

を閉めるなどの対策を行う。

⑤その他

毀損・盗難等の事故防止に関し、施設管理者による巡回のほ

か、夜間の施錠を徹底する。また、必要に応じて監視カメラを

導入する等、機械整備を行う。

消防設備の保守点検は１回/年、実施する。

（２）建造物の維持管理

①外構及び基礎

・敷地内の除草作業、樹木の点検・剪定・伐採

・外構樹木根の建造物への影響の点検

・駐車場・広場の清掃及び落葉の堆積の予防

・基礎廻り・犬走の破損状況の目視点検

・側溝の水捌けの点検

②軒廻り及び床下

・日常清掃

・床下廻りの不要物撤去による通風の確保

③外壁

・左官の破損・劣化状況の点検

・塗装の破損・劣化状況の点検

・下見板・竪板の破損・劣化状況の点検

④内装

・開口部廻り・天井廻りの漏水の点検

・左官の破損・劣化状況の点検

・竪板の破損・劣化状況の点検

⑤床

・日常清掃

・展示物・重量物の移動・設置時の不陸・沈みの点検

・床仕上げの破損・劣化状況の点検

⑥屋根及び雨樋

・雨漏りの有無の点検

・瓦の割れ・ずれ・脱落・漆喰劣化の点検

・金属屋根の塗装劣化・発錆の点検

・軒樋の定期清掃、破損・勾配の点検

⑦建具

・建具枠・窓台の腐朽・破損の点検

・窓ガラスの割れの点検

・金属錠の発錆・歪みの点検

・建付・可動の点検

⑧金具類

・錆・腐朽の点検

⑨設備

・照明器具の清掃・点検

・消防設備の定期点検

第４節 修理計画

１ 調査結果及び修理方針

（１）弾薬庫

主屋根の小屋裏で顕著な雨漏りの進行は認められなかった

が、令和４（2022）年に応急修理を施したとおり、下屋（現況

はセメント瓦葺き）の漏水が床組まで及んでおり修理と対策

を必要とする。下屋は一旦解体し、腐朽・破損材を取り替えた

後、補強を施しつつ復旧する。また主屋根の軒先の木部の腐朽

や外壁左官の浮きが見られ、雨仕舞の改善が求められる。主屋

根の桟瓦葺きにも植物が生え、棟積みの乱れも確認できるた

め、小屋裏における耐震補強材の設置のための屋根解体と併
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せて、瓦の降し・選別・葺き直しを行う。

床組では蟻害が見られるため、部分的な取替えと繕いを行

う。基礎補強を必要とする場合は床組の解体を検討する。補強

を煉瓦壁に施す場合、煉瓦壁の仕上げ（外部：モルタル左官、

内部：木製堅板張り）を部分解体する。

（２）講堂

軸部には蟻害と腐朽が確認でき、取替えが必要な部材も認

められる。柱は根継いだものも確認でき、腐朽は周辺の材に及

んでいるため、腐朽の進行は止められておらず、修理のための

解体は不可欠と思われる。構造の健全性を確保するために部

分解体する。

２ 今後の保存修理計画

（１）弾薬庫

①仮設工事

屋根葺替を想定し、一部内装材が残るため、工事期間中の

全天候対応として素屋根を設置する。併せて外部足場・内部

足場を設置する。解体部材の収納及び加工作業（繕い）スペ

ースとして、保存小屋を設ける。

②屋根工事

耐震補強工事に伴い、桟瓦・セメント瓦は全て降し、選

別・補足の上、復旧する。補足桟瓦は既存形状に倣い製作す

る。

セメント瓦は製造されておらず、必要数の確保は難しい

と思われる。後年に葺き替えられたものと思われ、葺き替え

材・復旧材については検討する。

雨仕舞改善のため、軒樋・堅樋を取り替える。

③木工事

屋根・小屋組・下屋・床組の解体に伴う取替え・繕いを行

う。内部の木製堅板張りの部分解体と復旧する。建具枠は存

置に努める。

④左官工事

内外部のモルタル塗りは、雨水により浮いている箇所の

塗替えを行う。

⑤塗装工事

外壁塗装の塗替えを行う。

⑥建具工事

既存建具の繕い・建付調整を行う。

⑦板金工事

軒裏の蛇腹板金の補足と、脱落している既存材の留め付

けを行う。

⑧雑工事

防蟻処理（予防）を床下土壌及び木軸にて行う。

⑨電気設備工事

消防法に準じて消防設備を設置する。

照明器具については、活用に応じて器具の選定と、配線・

配管ルートを検討する。

（２）講堂

①仮設工事

部分解体修理を想定し、素屋根・外部足場・内部足場を設

置する。解体部材の収納及び加工作業（繕い）スペースとし

て、保存小屋を設ける。

②屋根工事

発錆し始めている既存瓦棒カラー鉄板葺きを全面葺き替

える。原則既存に倣い、既存と同色で葺く。耐候性を考慮し、

材料の検討を行う。後補材の軒樋・堅樋は全て取替えを行う。

③木工事

部分解体修理による化粧材・軸部・野物の取替え・繕いを

行う。既存鋼製シャッターは撤去とし、新設建具設置のため

に開口部・壁を設置する。

④左官工事

床の亀裂・破損部モルタル補修を行う。活用に応じた床仕

上げの検討を行なう。

⑤塗装工事

下見板の塗装塗替えを行う。剥離剤塗布又はケレン等に

よる下地調整の上、既存近似色で塗替える。

⑥建具工事

撤去する既存鋼製シャッター跡に、新設建具を設置する。

後補の両開き亜鉛鉄板張り木製建具は、台風時の運用を考慮

し撤去とせず金物の取替え及び破損部分の補強とする。毎日

の開閉等の運用が難しい現状の縦型木製閂に変えて煽り止

め対策を施す。その他既存建具の建付調整を行う。

⑦雑工事

防蟻処理（予防）を木軸にて行う。

⑧電気設備工事

消防法に準じて消防設備を設置する。

照明器具については、活用に応じて器具の選定と、配線・

配管ルートを検討する。

⑨空調設備工事

活用に応じて空調設備を設置する。
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第３章 環境保全計画

第１節 環境保全の現状と課題

第四四連隊弾薬庫及び講堂の敷地は、多様多種な樹木が植

栽されている（図3.1.1）。平成23（2011）年の国立印刷局閉

鎖後は定期的な剪定や草刈り等を行ってきたが、手入れが行

き届かない部分が多く、現状では庭木の繁茂が見受けられる。

特に、敷地の北西部に位置する土塁周辺は、定期的な除草・伐

採を行っているが、雑草の繁殖が著しく、土塁の形状に影響を

及ぼしている（写真3.1.1）。

また、弾薬庫及び講堂の雨樋付近には雑草が生えている箇

所が見られる（写真3.1.2）。これらの雑草は建造物の保存に悪

影響を及ぼし、また、建造物の眺望を阻害している。さらに、

雨樋の破損による雨水の排水が適切に行われていないため、

建物の足元が常時温潤状態にあり、犬走は所々雑草や苔が生

えている状況である。

写真3.1.1 除草・伐採時の土塁の状況

写真3.1.2 弾薬庫屋根面に繁殖した雑草

図3.1.1 現状植栽平面図



第３章 環境保全計画

42

第２節 環境保全の基本方針

高知市の気候は、年間を通じて比較的に相対湿度が高く、風

速が高い傾向にある（表3.2.1）。このような環境の中で樹木の

生育が早いことから、定期的な剪定や枝払いが必要となる。ま

た、今後の公開活用の方針に合わせた外構計画の中で、適宜に

伐採、伐根、移植、植樹を行う。

表3.2.1 高知市の気象条件

要素

降水量 気温 相対湿度 風向・風速

合計

(mm)

平均

(℃)

平均

(％)

平均

(m/s)
最多風向

統計期間
1991～

2020

1991～

2020

1991～

2020

1991～

2020

1991～

2020

資料年数 30 30 30 30 30

1月 59.1 6.7 61 1.8 西

2月 107.8 7.8 60 1.9 西

3月 174.8 11.2 62 1.9 西

4月 225.3 15.8 65 1.9 西

5月 280.4 20.0 70 1.8 西

6月 359.5 23.1 78 1.7 西

7月 357.3 27.0 79 1.8 西

8月 284.1 27.9 76 1.9 西

9月 398.1 25.0 74 1.8 西

10月 207.5 19.9 68 1.7 西

11月 129.6 14.2 68 1.7 西

12月 83.1 8.8 64 1.8 西

年 2666.4 17.3 69 1.8 西

第３節 区域の区分と保全方針

１ 区域の区分

第四四連隊弾薬庫及び講堂の敷地について、以下のように

区域を設定し範囲を示す（図3.3.1）。

（１）保存区域

登録有形文化財である弾薬庫及び講堂の範囲とする。

（２）保全区域

土塁の範囲、また、登録有形文化財に隣接し歴史的景観や環

境を構成する範囲とする。

（３）整備区域

保存・保全区域を除く敷地全体の範囲とする。

２ 各区域の保全方針

前項で設定した各区域について、保全方針を定める。

（１）保存区域

保存区域内では原則として新たな建造物等は設けない。た

だし、防災上必要な場合において土地の形質の変更を行うこ

とができる。

（２）保全区域

保全区域内では原則として新たな建造物等は設けない。た

だし、登録有形文化財の外観に支障をきたす後補の建造物・工

図3.3.1 区域区分図
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作物は減築・撤去を可能とする。

（３）整備区域

新築・改築・移築は所有者の裁量に委ねることができる。た

だし、登録有形文化財の外観と計画区域内の景観を損なわな

いよう材質・色彩・配置に配慮する。

第４節 建造物の区分と保護の方針

１ 建造物の区分

敷地内の各建造物について、以下のように区分する（図3.4.1

～図3.4.3）。

（１）保存建造物

保存区域に所在する建造物で、登録有形文化財に準じて保

存を図るもので、登録有形文化財と同等の価値を有するもの

である。所有者が自主的に保存を図るものである。

※本計画においては該当なし

（２）保全建造物・工作物

保存建築物以外の建造物・工作物で歴史的景観や環境を構

成する要素とされるものである。

弾薬庫西の土塁を対象とする。

（３）その他建造物・工作物

文化財の保護及び防災上の見地から支障があると認められ

るもので、将来修景または撤去することとするものである。

保存建造物、保全建造物・工作物以外の建造物・工作物を対

象とする。

２ 各建造物の保護の方針

前項で設定した各建造物について、保護の方針を定める。

（１）保存建造物

文化財としての価値を損なわないよう適正に保護する。原

則として位置・規模・形態・材料・意匠・色彩を保存する。

（２）保全建造物・工作物

現状の位置・形状の維持による外観の保全を行う。また歴史

的調査を踏まえた復原的行為を伴う変更・改修を行う場合に

は景観に配慮する。

（３）その他建造物・工作物

敷地内の事務所、倉庫、駐輪場、物置、水槽、水栓、浄化槽、

コンクリート柱については、今後の外構計画の中で見直しを

かけたうえで撤去あるいは再配置を行う。

図3.4.1 建造物等の区分
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図3.4.2 計画敷地内の建造物－1

1.正門 2.通用門 3.コンクリート柱

4.事務所 5.倉庫 6.駐輪場

7.水槽 8. 物置 9. 水栓

10.浄化槽 11. 土間コン 12. 土塁
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図3.4.3 計画敷地内の建造物－2

13.引込柱 14.電柱（白色） 事務所西側 15.電柱（灰色） 事務所西側

16.外灯 正門西側 17.外灯 弾薬庫北東側 18.外灯 弾薬庫南西側

19.外灯 弾薬庫南東側 20.外灯 倉庫北東側 21.外灯 倉庫南東側

22.外灯 物置北側 23.外灯 事務所北西側



第３章 環境保全計画

46

第５節 防災上の課題と対策

１ 防災上の課題

（１）危険樹木等の有無

計画区域内は国立印刷局時期以降に植樹若しくは実生によ

る樹木が高さ10mを超える高木に成長している。成長しすぎ

た高木は管理が難しくなり、台風等の強風時に枯れ枝の落下、

倒木の危険性も考えられ、樹木診断の上適切な樹木整理を計

画する。

現状では建造物の屋根に届くような枝張りの高木は無いが、

建造物近くに植樹された樹木が景観を遮っている箇所もある。

（２）延焼の可能性

計画敷地の北・西側は県道38号線と水路を挟み民有地の住

宅が並ぶ。東・南側は高知大学と特別支援学校の公有地が面す

る。隣地で発生した火災が延焼してくることも考えられる。

２ 当面の改善措置と今後の対策

（１）危険樹木の対策

日常的な点検や定期的な樹木診断を実施し、必要に応じた

剪定・伐採等、適切な管理を行う。

（２）延焼の対策

敷地内にはだれでも扱いやすい消火設備の設置を検討し、

発火元・延焼先双方に消火活動を実施できるように地域との

連携を目指す。



第４章 防災計画

47

第４章 防災計画

第１節 防火・防犯対策

１ 火災時の安全性に係る課題

（１）登録文化財建造物の燃焼特性

弾薬庫は煉瓦造であり、外壁はモルタル塗にペンキ仕上げ、

屋根は桟瓦葺き、建具は鋼板が施されており、外部の燃焼性が

低いが、軒裏や下屋の外壁が木製部材の現しであるため、部分

的に燃焼性の高い箇所もある。内部の壁面は竪板張り一部砂

漆喰塗り、天井面は鏡板張り・野地板現しとし、大部分が木製

で燃焼性の高い部材で構成されている。小屋組は木造で燃焼

性が高い上、隠蔽空間であるため早期覚知が求められること

から、自動火災報知設備感知器の設置を検討する。

講堂は木造で外部は屋根の鉄板葺き、鋼板巻き木製雨戸の

燃焼性は低いが、外壁の大部分を占める下見板や、内部の床を

除く全ては木製部材であり、建物全体の燃焼性は高い。

（２）延焼の危険性

今後計画する計画区域内の活用においては、既存建物の再

配置を検討しており、登録文化財建造物の周囲は十分な空地

を確保させることができれば、建物配置の点においては周辺

の建造物への延焼あるいは近隣からの類焼の危険性は低いと

考えられる。再配置させる事務棟・トイレ棟は耐火建築物相当

として検討を行う。登録文化財建造物の燃えやすい材料に対

しては放火等による人災の可能性もあるため初期消火設備や、

防犯カメラなどによる放火対策も検討する。

（３）防火管理の現状と利用状況の課題

現状では敷地・建造物とも非公開であり、職員も常駐してい

ない。今後は修理・整備工事を経て公開活用される予定にあり、

事前予約を対象とする見学者が見込まれる。消防法に基づく

消防設備の設置のほか、避難経路の計画、消火訓練の実施、防

火管理体制の構築を行う。

２ 防火管理計画

（１）防火管理者

消防法第８条第１項に基づき、防火管理者の選任が必要と

なる。施設供用開始後は、施設管理者に防火管理業務全般を委

任する。

図4.1.1 防火管理区域図
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（２）防火管理区域の設定

防火管理区域は、登録文化財建造物の防火のために配慮を

要する部分であり、周囲20ｍの範囲と近接建造物等の周囲５

ｍの範囲を包括する範囲とし、区域内における防火環境の把

握、予防措置などを定める（図4.1.1）。

（３）防火環境の把握

防火管理区域内の建造物は、現在内部での火気使用は行っ

ていない。敷地内には樹木が多数植えられている。これらの建

造物、樹木などからの出火、延焼には十分に注意する。

（４）予防措置

防火管理区域内における喫煙及び火気の使用を禁止とする。

一般利用者に対してもその旨を明示した標識の設置や、喫煙

指定場所を設ける。

３ 防犯計画

（１）防犯対策の現状

現状では計画区域内で稼働・利用している建造物がないた

め、防犯カメラ等の設備の設置はない。敷地出入口・建造物は

常時施錠しており、警備等の巡回等は行っていない。

（２）今後の対処方針

修理・整備後においても敷地境界にはセキュリティを設け、

夜間・休館日には施錠を行う。放火や盗難防止の面から対策と

して夜間・休館日の機械警備の導入を検討する。

第２節 耐震対策

１ 耐震診断

【弾薬庫】

（１）診断方針

当該建造物は、「煉瓦造建築物の耐震診断基準 改定第2版」

（社団法人北海道建築技術協会）に準拠する。

当該建造物は、木造屋根であるため剛床仮定が成立しない

場合に該当する。その場合形状指標によって耐力を低減する

と同時に、壁の面外耐力の検討により安全性を確保すること

で基準を適用することができる。以上のことから、耐震診断基

準クライテリアを設定した。煉瓦造建造物の変形性状につい

ては、塑性変形を考慮せず壁量および煉瓦強度を基本とした

耐震診断方法とする。

（２）実施方法

・診断方針の妥当性を確認するために、本建物を対象とした

常時微動測定を実施し、振動特性を評価する。

・煉瓦壁体から採取した試料を用いて、煉瓦目地の二面せん

断試験および煉瓦の圧縮試験を行い、材料強度を明らかに

する。試験で得られた結果を用い、建物全体の強度を評価

する。

（３）耐震診断基準クライテリア

①壁体の面外方向の診断は、水平震度1.0以上の外力に対し

検討を行う。

②壁体の面内方向の診断は、耐震性能の判定（Is値0.6以

上かつｑ値1.0以上）によって行う。

（４）診断の結果

面外方向が主たる振動モードであることが確認され、診断

方針の妥当性を確認した。

面外方向による診断は外力が耐力を上回る結果となり、耐

力が不足していると判定される。

面内方向による診断は構造耐震指標q指標ともに性能目標

値を満足しておらず、X方向Y方向ともに耐力が不足してい

ると判定される。

（５）補強方法

耐震診断基準クライテリアで示したとおり、大地震時に利

用者の生命に重大な危害を及ぼさない耐力水準を必要とする。

振動性状を確認すると面外の挙動が支配的になっていること

が見られ、面外補強を中心とした補強が必要とされる。面外耐

力向上のために、壁内PC鋼棒・鉄筋等の設置やアラミドロッ

ドの目地置換工法などの手法があり、また、水平構面補強には

火打ちや筋交い、補強梁等が考えられ、建物の利用目的・活用

内容を踏まえて設置・採用を検討する。

【講堂】

（１）診断方針

本建造物は、「重要文化財（建造物）耐震診断指針（文化庁

文化財保護部 平成24年6月21日改正）」に関する規定を適

用した。また「木造住宅・建築物の耐震性能評価・耐震補強マ

ニュアル」（一社）日本建築構造技術者協会関西支部（平成26

年4月版）を参考とした。
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（２）実施方法

・建造物構造調査の結果に基づき、建物重量を算定する。ま

た現行建築基準法施行令に準じて地震力など外力を算定

する。

・限界耐力計算により算出する地震応答値（層間変形角）と

許容応力度計算に基づいて想定される地震力に対して耐

震性能を評価する。

・当該建物への入力地震動は建築基準法施行令第82条の5

および平成12年建設省告示第1457号の第10に示される

告示地震波、当該敷地の表層地盤増幅率は「地震ハザード

ステーションJ-SHIS（独立行政法人防災科学技術研究所）」

で公開されている本建物位置での値を参考に評価する。

（３）耐震診断基準クライテリア

「重要文化財（建造物）耐震診断指針」（平成24年６月改正

文化庁文化財部）では、耐震性能水準を「機能維持水準」「安

全確保水準」「復旧可能水準」の３段階に設定している。耐震

基準を「機能維持水準」に設定すると耐震補強が極めて多大に

なることが多く、伝統構法、歴史意匠、生活風習を残す文化的

設え等文化財としての価値を損なうことが考えられる。当該

建物は地域住民の活用の場として利用を予定しているため、

地震時に人命を損なうことの無い耐震性が要求される。ただ

し、地震後の防災拠点としての使用は考慮されていないため

必要耐震性能は「安全確保水準」とした。「安全確保水準」は

大地震時に倒壊せず生命に重大な危害を及ぼさないこととし、

層間変形角の目安として1/30以下とされている。ただし、本

建物を構成する主耐力要素である下見板貼りは1/30を超えて

も耐力を保持することが実験によって確認されているため、

大地震時の地震動に対しては層間変形角1/15以下を性能目標

とする。

（４）診断の結果

桁行方向・梁間方向とも、耐震性能向上措置における大地震

の応答変位が、耐震性能の性能目標値（大地震時の応答変位が

1/15rad以下）を満足しないと判定される。

（５）補強方法

耐震診断基準クライテリアで示したとおり、大地震時に利

用者の生命に重大な危害を及ぼさない耐力水準を必要とする。

壁内に補強面材（構造用合板、ラスカットボード等）の耐力要

素を付加し、建物耐力を向上させる。また、公開活用として間

仕切り壁等を設ける場合は、耐力要素となるよう壁の仕様を

考慮する。また、水平構面補強には火打ちや筋交いの設置を検

討する。

２ 地震時の対処方針

（１）予防措置

施設内の展示物・設備機器等の倒壊・落下の防止措置を図る。

（２）地震時における対応

窓面や展示物、吊下照明等の危険物から離れるなど在館者

に身の安全の確保を促したうえで避難誘導を行う。火災発生

の場合は初期消火を実施する。

（３）地震後の対応

在館者の安全性が確保された後に、施設内の点検（破損・落

下物品・状況の確認）を行う。構造部が大きく傾斜・破損して

いる場合は、建物全体の安全が確認されるまで施設内への立

ち入り制限や近接防止など二次被害防止の措置を行う。また

被害状況を把握し、文化庁へ報告を行う。

第３節 耐風対策

１ 気象環境

気象庁のデータベースに記載されている高知市の近年の気

象を確認し、各月の降水量、気温、そして風向・風速をまとめ

ると表4.3.1になる。

風について、風の強さとしては最大で11.9m/sで、5年間の

平均では2.02m/sとなっている。過去では敷地内の建造物等

に被害を及ぼすような強風は記録されていないことから、耐

風という観点からの特別な留意は必要ないと考えられるが、

近年では、突発的な暴風の発生が多数発生していることから、

強風に対する保存修理を検討する。

２ 今後の対処方針

耐風対策として、事前に倒壊の恐れのある樹木や敷地内の

飛散の恐れのあるものは固定あるいは撤去し、雨戸を確実に

閉めて固定する。事後に建物内部及び外部の状態を確認し、屋

根、樋、雨戸等に破損がないかどうかを確認する。もし破損が

発見された場合は、シート養生等の応急処置を行い、速やかに

破損部分の補修を行う。



第４章 防災計画

50

第４節 その他の災害対策

１ 被害の想定

高知市では想定最大規模の降雨における「洪水ハザートマ

ップ」を作成しており、予測される浸水範囲と浸水深を示して

いる（図4.4.1）。計画区域が近い鏡川は現状の河道及び洪水調

整施設の整備状況を勘案して24時間総雨量1,123㎜に伴う洪

水により鏡川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーショ

ンにより予測している。予測結果では計画区域は0.5～3.0ｍ

未満（1階床上浸水）にあたる。浸水時の指定緊急避難場所は、

計画区域から700ｍ先の朝倉小学校が指定されており、集中降

雨時には速やかな避難が必要である。

また高知市は、「土砂災害ハザートマップ」「津波ハザートマ

ップ」を作成しているが、計画区域は、いずれも警戒区域・浸

水範囲からは外れている。

２ 今後の対処方針

水害対策として、災害対応マニュアル等の作成を検討し、災

害時における指示体制、役割分担、安全対策の実施方法を定め、

管理者及び施設利用者に周知する。敷地内の排水については

昨今の降雨量を鑑み適切な排水設備を検討する。また、日常管

理による軒樋や排水経路の清掃を行う。多量の降雨が予想さ

れる場合は、事前に雨戸を確実に閉めて固定し、事後に建物内

部及び外部の状態を確認し、室内への漏水や屋根、樋に破損が

ないかどうかを確認する。破損が発見された場合は、シート養

生等の応急処置を行い、速やかに破損部分の補修を行う。

表4.3.1 高知市の近年の気象条件

年月

降水量（mm） 風向・風速（m/s）

合計
最大

平均風速
最大風速

一日 風速 風向

2020年1月 153.0 41.0 1.6 9.7 東

2月 99.5 34.0 1.8 7.2 西

3月 175.0 30.5 1.7 6.3 西

4月 173.5 53.0 2.0 7.5 西

5月 307.0 113.5 1.7 6.5 東北東

6月 440.5 191.5 1.6 5.9 南西

7月 951.5 176.0 1.6 5.9 東

8月 92.0 31.0 1.8 6.6 東北東

9月 454.5 147.5 1.8 9.8 東南東

10月 273.0 167.5 1.6 5.3 北東

11月 94.5 40.0 1.5 5.1 北北東

12月 24.5 9.5 1.7 7.3 西

2021年1月 76.0 30.5 1.6 7.4 西

2月 82.0 36.0 1.9 7.8 北北東

3月 286.0 88.0 1.7 6.7 北西

4月 252.5 95.0 1.8 6.5 西

5月 411.0 127.5 1.7 7.8 西

6月 369.5 78.5 1.6 6.1 北東

7月 208.0 80.0 1.6 5.7 東

8月 841.0 227.0 1.8 10.8 東南東

9月 246.5 140.0 1.6 6.2 南南東

10月 88.5 38.0 1.7 5.5 北西

11月 229.5 111.5 1.7 7.6 東南東

12月 30.5 22.5 1.8 7.6 西北西

2022年1月 32.0 27.0 1.5 5.8 西

2月 37.0 18.5 1.8 6.5 西北西

3月 159.0 60.0 1.7 8.0 西北西

4月 138.0 40.5 1.7 5.9 北

5月 174.0 54.0 1.6 6.4 北西

6月 212.0 73.5 1.6 5.0 東

7月 646.5 147.5 1.6 5.8 南西

8月 128.5 62.5 1.7 4.8 南西

9月 293.0 91.0 2.0 11.6 東

10月 40.0 13.0 1.6 6.3 西

11月 117.5 37.5 1.5 6.0 北北東

12月 48.0 22.0 1.6 6.0 西

2023年1月 52.0 20.0 1.6 6.5 西南西

2月 46.0 17.5 1.6 6.6 北北東

3月 169.5 58.5 2.3 9.2 東南東

4月 464.0 105.0 3.0 11.9 東南東

5月 327.5 89.0 2.5 9.6 北北西

6月 419.0 177.0 2.3 10.3 北北西

7月 168.5 69.5 2.3 9.6 南南西

8月 751.0 185.5 3.1 15.5 東南東

9月 199.5 84.0 2.5 10.2 北

10月 30.0 25.0 2.6 9.5 北西

11月 96.0 46.0 2.7 10.4 東南東

12月 60.0 26.0 2.7 11.3 北北西

2024年1月 15.0 4.5 2.9 11.1 西北西

2月 28.5 12.5 2.5 12.7 北北西

3月 62.5 13.0 3.0 12.5 北北西

4月 87.0 21.0 2.4 14.4 北

5月 234.0 59.5 2.8 12.6 西

6月 93.5 21.0 2.4 8.8 東南東

7月 141.5 45.5 2.2 8.5 南東

8月 143.0 35.0 2.7 13.1 東南東

9月 30.0 29.0 2.5 8.4 南東

10月 44.0 24.5 2.3 9.8 南東

11月 67.0 34.5 2.7 9.8 西北西

12月 0.0 0.0 2.9 10.9 北
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図4.4.1 洪水・土砂災害ハザードマップ

出典：高知県防災マップＨＰ
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第５章 活用計画

第１節 公開その他の活用の基本方針

弾薬庫及び講堂が遺存する旧陸軍歩兵第四四連隊（以下、第

四四連隊を記す）跡地は、明治 30（1897）年から昭和 20

（1945）年の間、高知県の郷土部隊である第四四連隊が兵営

として利用した敷地の一部であり、ここから度重なる戦争に

高知県関係者の多くが出征していった、その史実を知るため

に、戦争を体験した世代にとっても、戦後生まれの世代にとっ

ても、大変重要な場所である。

第四四連隊跡地の保存活用については、周囲に点在する旧

軍施設や遺構、あるいは、戦争体験者の証言などとも関連付け

ながら、小中学生をはじめとする県内のあらゆる世代が、第四

四連隊及び関連部隊の歴史や時代背景について理解し、実際

に残された建造物を見学することで、「平和の尊さ」を感じる

ことができる場として整備する（図5.1.1）。

第２節 公開計画

１ 敷地の公開

敷地全体を公開の範囲とし、開館日は基本自由見学とする。

２ 建造物の公開

（１）弾薬庫

弾薬庫内部は、事前予約の利用者に限定して公開する。すべ

ての部屋を公開することとし、建物の特徴などをパネル等で

解説する。

（２）講堂

講堂内部は、事前予約の利用者に限定して公開する。関連資

料を展示するための「展示スペース」、教育・学習・地域交流

をより充実させ、企画展示やイベントなどを行えるよう「多目

的スペース」・「教室」を設け、一般への有料での貸付も行う。

図5.1.1 旧陸軍歩兵第四四連隊及び関連施設跡地の分布
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３ 関連資料の公開

公開資料については、第四四連隊及び関連部隊に関するも

のや、当時の時代背景に関連する資料を基本とし、第四四連隊

に関する図面や風景写真、当時の新聞記事、賞状や感謝状など

の写真パネルやレプリカなどを中心とする。

また、周辺関連施設を含む平面パネルや年表、解説パネルな

ども設置し、加えて戦争体験者や遺族の方々の証言記録等の

展示を行う。

４ 関連施設の公開

第四四連隊跡地周辺には当該連隊に関連する陸軍病院や陸

軍墓地等の施設が設けられたことから、第四四連隊跡地に止

まらず、朝倉地区は高知県の近代史を考える上で大変重要な

場所である。

このため、第四四連隊跡地と周辺に点在する関連施設（練兵

場、陸軍病院、射撃場、陸軍墓地、軍馬鳳龍の墓など）の跡地

を繋ぐ見学コースを策定した上で、計画敷地には見学コース

の案内板を設置する。また、各関連施設の跡地には解説板を置

き、計画敷地と周辺関連施設の一体的な活用を図る。

第３節 活用基本計画

１ 計画条件の整理

（１）建築基準法

計画地は都市計画法による第一種住居地域にあたり、博物

館・倉庫等の用途に供することができる。弾薬庫及び講堂は今

後の修理工事が大規模な修繕・大規模な模様替え・改築等に該

当した場合、建築基準法遡及となり、用途に応じて整備の必要

があり文化財価値を損なう改変の必要も考えられる。修理工

事が大規模な修繕・大規模な模様替え・改築を含む建築行為に

適用されない修理範囲・施工計画の検討が重要となる。また、

200㎡を超える講堂は法6条１項２号建築物にあたり、大規

模な修繕・模様替えに該当する工事の実施は、確認申請の手続

きが必要となる。

（２）高知県ひとにやさしいまちづくり条例

国・地方公共団体の施設は整備基準への適合努力義務があ

る。出入口・廊下・傾斜路・アプローチ・案内表示等の整備の

検討が必要である他、駐車場やトイレを設ける場合において

も同様に、適した仕様を検討する。

（３）高知市景観計画（公共建築物）

計画建物は、周辺市街地ゾーンに含まれるが、届出対象（建

築物の新築、増築、改築若しくは移転で、当該行為を行おうと

する部分の高さが 15mを超えるもの、又は延べ面積が1500

㎡を超えるもの）外となる。ただし、公共建築物においては、

以下整備方針が立てられており、配慮した計画とする。

①美しい眺めを守る

＜方針＞視点場としての公共施設

良好な眺望が得られる場所は、視点場となるように配慮した

計画・整備を行う。良好な眺望が得られる場所は、視点場とな

るように配慮した計画・整備を行う。

＜方針＞眺める対象としての公共施設

それぞれの地域にふさわしいデザインとし、見られることを

意識した計画・整備を行う。それぞれの地域にふさわしいデザ

インとし、見られることを意識した計画・整備を行う。

②豊かな自然を育む

＜方針＞みどりのネットワークの形成

みどりのネットワークを形成するためには、宅地内 の

緑化も重要な役割があるため、一般建築物の先導的役 割を果

たすため緑化を行う。みどりのネットワークを形成するため

には、宅地内の緑化も重要な役割があるため、一般建築物の先

導的役 割を果たすため緑化を行う。

＜方針＞生態系に配慮した公共施設のデザイン

豊かな自然を著しく破壊することのないように計画・整備を

行う。豊かな自然を著しく破壊することのないように計画・整

備を行う。

③歴史・風土に配慮した美しいまちなみを創る

＜方針＞歴史・風土を伝える公共施設

地域の歴史・風土といった特性に配慮した計画・整備を行う。

歴史・風土が感じられる場所では、それらと調和のとれた素材

を活用する。

＜方針＞まちなみに適した公共施設

既存のまちなみの保全と共存に配慮した計画・整備を行う。
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④まちの賑わいをつくる

＜方針＞地域コミュニティ形成のための公共施設

花火や祭りなどのイベントの視点場としての利用に配慮する。

市民の憩いの場となるような計画・整備を行う。

＜方針＞使いやすく安全な公共施設

さまざまな人に使いやすいデザインとした計画・整備を行う。

⑤市民参加の景観づくりをすすめる

＜方針＞市民と行政の協働によるまちづくり

近隣住民との合意形成が諮れるようにアンケートやワークシ

ョップなどを行い、住民参加の計画づくりを行う。

公共施設の美化活動など、市民と行政が一体となった施設管

理を行う。

（４）消防法

弾薬庫及び講堂は、消防法施行令別表一（８）項及び（17）

項に規定される防火対象物である。設置義務が伴う消防設備

等を抽出する。（表5.3.1）

登録文化財建造物を展示物として捉え屋外からの鑑賞に留

めたとしても下記（8）項及び（17）項の取り扱いとなる。

（５）文化財保護法

弾薬庫及び講堂は、文化財保護法第57条における登録有形

文化財である。登録有形文化財の修理は、所有者が行うものと

する。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものと

する。登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者

は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨

を届け出る必要がある。

【弾薬庫】

延床面積：156.26㎡

構造形式：煉瓦造

階数：平屋建

【講堂】

延床面積：247.88㎡

構造形式：木造

階数：平屋建

用途 設備
適用条件

無窓階 有窓階

（8）項

図書館・博物館・美術館

誘導灯 全部 全部（誘導標識）

消火器具 無窓階床面積50㎡以上 ―

非常警報装置 収容人数20人以上 収容人数50人以上

（17）項

重要文化財建造物

消火器具 全部

自動火災報知設備 全部

漏電火災報知器

（ラスモルタルのみ）
全部

非常警報装置 収容人数20人以上 収容人数50人以上

※ 講堂は有窓階扱いとしているが、雨戸や開口部木格子の是正が無ければ無窓階として扱う。

※ 収容人数算定・・・（8）項：従業員数＋展示に供する床面積÷3㎡、（17）項：床面積÷5㎡

※ 自動火災報知機を設置した場合、非常警報設備の非常ベル等の省略可。ただし自動火災報知機を特定小規模施設用自動火災報知設備に代

替した場合は、非常ベル等の設置は必要となる。

※ 消防法施行前の建築物のため、遡及対象となる消防用設備等のみ現行法のとおり設置義務が生じる。屋内消火栓は遡及対象外となるため、

設置義務はない。（消防法第17条の２の５適用除外）

表5.3.1 消防設備
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２ 建築計画

（１）平面計画

弾薬庫は、下屋の痕跡調査によって撤去された間仕切壁の

形状が明らかになれば、創建時の平面をパネル等で説明する。

活用上は、現状のままとする。主室の平面は、創建時から変更

されていないため、現状平面をそのまま保存する。

講堂は、痕跡調査で判明した創建時の平面をパネル等で説

明する。活用上は、一部撤去された間仕切壁の位置に、展示空

間と教室空間を区切るための間仕切壁を新たに整備する。

（２）動線計画

弾薬庫は、既存出入口を主動線として利用する。

講堂は、既存の電動シャッターを撤去し、出入口を整備して

主動線として利用する（図5.3.1）。

図5.3.1 建築計画



第５章 活用計画

57

３ 施設等整備計画

事務室・収蔵スペース等の管理運営施設や、トイレ・休憩ス

ペースといった便益施設は登録文化財建造物とは別棟・別施

設で設ける。また、案内板や解説板を敷地内の景観に配慮して

配置する。

４ 設備計画

登録文化財建造物内は換気・空調設備の設置を機能性・意匠

性に配慮し検討する。既存の照明器具・コンセント・スイッ

チ・配管配線は展示計画に応じて、全て更新する。配管・配線

は修理工事・耐震補強工事と併せて行い隠蔽とし、意匠性を損

なわないように配管ルートを検討する。

自動火災報知設備の感知器は、国立印刷局高知出張所の閉

鎖から14年経過し、点検も行われていないため更新するべき

状況にある。受信機も同様で更新の必要があると思われ、R型

受信機等への設置を検討する。

見学者の利便性向上のため、Wi-Fi等の通信設備の設置を検

討する。

５ 外構及び周辺整備計画

計画敷地内は、広場を使った活用や自由散策ができるよう

に、国立印刷局時期の建造物・工作物を撤去し、樹木整理や芝

張りをするなどの整備を行う。また、敷地内に見学者用の駐車

場を整備し、第四四連隊及び関連施設の跡地を見学する拠点

とする。現状の敷地北側の出入口では大型バスの通行・展開が

難しいため、西側に車両出入口を設ける（図5.3.2）。

敷地内の雨水排水処理は、今後排水ルート及び浸透・貯留施

設等を検討していく。

６ 管理・運営計画

管理運営の方法は、直営（一部業務の外部委託を含む）もし

くは指定管理者制度を導入するか、また開館日や開館時間、運

営スタッフなど具体的にどのように行うか、今後検討する。

第４節 実施に向けての課題

１ 建具の整備、バリアフリー対応

弾薬庫の東側出入口には階段があり、さらに下屋から各主

室に入る箇所にも約20cmの段差がある。内部公開し高齢者

や車いす利用者が安全に利用できるようにするためには、傾

斜路やリフトなどの整備が必要となる。傾斜路を設ける場合

は「高知県ひとにやさしいまちづくり条例」の整備基準を基

に設置する。またリフトを設置する場合でも文化財価値の影

響を最小限とするよう検討する。

図5.3.2 全体計画図
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現状の講堂出入口の電動シャッターでは、公開施設として

入退館上、利用が難しい。意匠に配慮した建具の整備又は調

査に基づいた復原により改める必要がある。その際にも「高

知県ひとにやさしいまちづくり条例」の整備基準に則して出

入口幅や足元の傾斜を考慮する必要がある。

前述の通り、消防設備等は消防法施行令別表一（８）項の

防火対象物による設置義務に則して設置する必要があるが、

無窓階の扱いになるか否かで設置義務対象設備も変わる。無

窓階の判定は、開口部や建具の形状・仕様・寸法に応じて判

断されるため、復原・整備の際に併せて検討する。

その他、敷地内アプローチやバリアフリートイレ、駐車

場、駐輪場など新設するものについても、登録建築物との調

和をとりながら整備検討する。

２ 復原・修理の方針

数少ない古写真・図面や、既存材の製造時期や痕跡をみる

と創建当時から取り替えられている材がいくつか見受けられ

る。箇所によっては復原できる可能性もあるかもしれない

が、建造物維持のために取り替えられた材も含まれるため、

安全性・性能維持に十分留意し検討していく。

３ 管理・便益施設の新設

弾薬庫及び講堂は、倉庫として長く利用されてきており、

管理機能や便益機能は備えていない。公開のためにそれら機

能を建築物内に設けるには改変が大きいため、別棟で新設を

検討する。

計画地は公開にあたり、立地より車での来訪が多いと想定

され、また小中学校の課外授業として大型バスの受け入れと

して駐車場の整備が必要となる。計画地内の見学動線と被ら

ない安全面を考慮した位置の車両出入口を検討する。

４ 設備の更新・新設

（１）電気設備

公開する弾薬庫及び講堂内には照明機器が残るが、今後展

示による活用を考えると、適した照度のもと機器を選定し更

新しなければならない。また省エネルギー化を考慮したとき

現行規格の機器への取替を検討する。

展示計画や附属建物の電気容量に応じた受電設備の設置を

検討する。

（２）空気調和設備

建築物内の公開にあたり入館者の一定の滞在時間が考えら

れ、空調設備や換気設備を新たに設ける必要がある。ただ

し、気密性が高くない既存建築物に現行基準の室内環境を求

めようとすると過剰に機器を導入してしまう可能性があるた

め、文化財価値に影響が少ないよう留意しながら計画をして

いく。

（３）給排水・衛生設備

給排水設備やトイレは弾薬庫及び講堂には、設けられてお

らず、新たに備える必要がある。トイレの一つ以上は「高知

県ひとにやさしいまちづくり条例」の整備基準に則したバリ

アフリートイレとして整備を検討する。
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第６章 保護に係る諸手続

第１節 保護に係る諸手続

登録有形文化財（建造物）に関しその現状を変更しようとす

る者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科

学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出

なければならない。（文化財保護法第64条１項）

旧陸軍歩兵第四四連隊弾薬庫及び講堂における保存活用に

必要な手続きについては表6.1.1のとおりである。下記事項の

うち現状を変更しようとする場合の手続きについては、次項

のように内容を補足する。ただし、手続きの必要性について明

確でない行為については、文化庁と協議を行う。

第２節 現状を変更しようとする場合の手続

登録有形文化財（建造物）における現状変更とは、「文化財

として価値の及ぶ範囲」の位置や形（形状・材質・色合い等）

を変更する行為のうち、移築する場合及び変更する範囲が「通

常望見できる範囲」の４分の１を超える場合が該当する。旧陸

軍歩兵第四四連隊弾薬庫及び講堂において想定される現状変

更は、屋根の葺き替え工事や外壁の修理工事が挙げられる。

現状変更をしようとする場合は、事前に文化庁と協議する

ものとする。

事項 手続者 手続 提出期限 根拠法令等

管理責任者の

選任・解任
所有者・管理責任者 届出 20日以内

○法第60条第2項

○登録有形文化財（建造物）に係る等登録手

続及び届出等に関する規則（この表で以下

「規則」という。）第5・6条

所有者の変更 所有者 届出 20日以内
○法第60条第4項

○規則第7条

管理責任者の変更 管理責任者 届出 20日以内
○法第60条第4項

○規則第8条

所有者・管理責任者の

氏名・名称・住所の変更
所有者・管理責任者 届出 20日以内

○法第60条第4項

○規則第9条

滅失・き損・亡失
所有者（管理責任者又は管理

団体がある場合は、その者）
届出 10日以内

○法第61条

○規則第10条

所在の場所の変更
所有者（管理責任者又は管理

団体がある場合は、その者）
届出 20日前

○法第62条

○規則第11条

現状変更等 現状を変更しようとする者 届出 30日前
○法第64条第1項

○規則第14・15条

輸出 輸出しようとする者 届出 30日前
○法第65条第1項

○規則第18・19条

技術的指導
所有者・管理責任者又は管理

団体

○法第66条

○規則第21条

登録原簿登録に関する

意見聴取
意見 ○法57条第2項

表6.1.1 保護に係る諸手続
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第３節 届出を要しない行為

登録有形文化財（建造物）においては、維持の措置又は非常

災害のために必要な応急措置若しくは他の法令の規定による

現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合は、届

出を要しない。ただし、文化財的価値に十分に配慮するものと

する。（文化財保護法第 64 条１項ただし書、登録有形文化財

（建造物）に係る登録手続及び届出書等に関する規則第 17

条）

（１）維持の措置の範囲

現状変更のうち次のような場合は、維持の措置の範囲に該

当するものとする。

ア 登録当時の原状（登録後において現状変更の届出を行

ったものについては、当該現状変更後の原状）の通常望見でき

る外観を損なう範囲が当該外観の４分の１以下である場合

（移築の場合を除く）。

イ 登録有形文化財（建造物）が毀損している場合又は毀損

することが明らかに予見される場合において、当該毀損の拡

大又は発生を防止するため応急の措置をする場合。

例えば、内装のみを模様替えする場合、雨漏りや壁のひび割

れといったき損の発生や拡大を防止するための修理工事等が

これに該当する。

（２）非常災害のために必要な応急措置

非常災害に備え、事前に行う補強や改修行為又は非常災害

後に復旧工事として行うものが該当する。例えば、倒壊防止の

ために傾斜した柱や破損のおそれのある梁に支柱を添える行

為等がこれに該当する。

第４節 本計画の改正

整備工事完了後に本計画を改定のうえ、10 年ごとを目途

に継続的に見直しを行う。本計画の内容を変更・改訂すると

きは、文化庁と事前に協議したうえで、変更後の計画書に変

更前の計画書を添えて文化庁へ提出する。
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写真名：不明

出典：高知大学三十周年記念誌刊行部会編『高知大学の三十年』（高知大学創立三十周年記念事業委員会）（1979 年）

朝倉キャンパス（昭和 25 年）

出典：高知大学創立 50 周年記念事業委員会編『高知大学創立 50 周年記念写真集』（1999 年）

※左手前の建造物は講堂である
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進駐軍兵舎正門（朝倉兵営、現在の高知大学正門付近） 昭和 21 年頃

現在の高知大学正門付近。奥の建物は朝倉兵舎。昭和 20 年 11 月 4日朝倉駅着の列車で、

連合国第一次高知進駐軍部隊（アメリカ軍）が到着し、その宿舎として利用していた

出典：高知県立歴史民俗資料館編『企画展 絵葉書のなかの土佐 ー移ろいゆく時代の記憶ー』（同館，2008 年）
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歩兵第四十四連隊正門 文葉堂発行 高知市民図書館蔵

営門右横にいるのは衛兵。左横の建物は連隊本部だったという。

出典：同上

高知第四十四連隊営門全景 墨水堂発行 高知市民図書館蔵

城山から俯瞰で撮影したもの。手前の道路は国道 56 号線。同じく手前の建物は倉庫。左横の木陰に弾薬庫があり、不寝

番兵がいた。左上隅に営門。営庭左右のせんだんの木の横には兵舎がそれぞれあった。周囲には杉の生け垣と形ばかりの有

刺鉄線があったという。兵営敷地約 13.2 万㎡、練兵場約 16.5 万㎡ほどの敷地で、他に病院・射的場・墓地などがあった。

出典：同上

※左手前の建造物は講堂である
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高知第四十四連隊兵営（其一） 隅田葉書店発行 高知市民図書館蔵

営門における衛兵交替の場面

出典：同上

歩兵第四十四連隊 銃剣術 文葉堂発行 高知市民図書館蔵

着剣突撃は日本陸軍の伝統であり、銃剣術は基本的な訓練の一つだった。中央の人物は教官（将校）であろう。

出典：同上

※左奥の建造物は講堂であり、右奥の建造物は土塁に囲われる第 2弾薬庫である
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歩兵第四十四連隊 器械体操鉄棒 文葉堂発行 高知市民図書館蔵

兵士となるための基礎体力作りの一環として行われていた。

出典：同上

※中央奥の建造物は講堂である

機関銃教棟（歩兵第四十四連隊） 島崎誠氏蔵

4人 1組で機関銃の射撃操作訓練を行っている。中央の腕章をした兵士が分隊長（軍曹）のようである。

出典：同上
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空中写真 昭和 22（1947）年

出典：国土地理院

空中写真 昭和 37（1962）年

出典：同上
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空中写真 昭和 50（1975）年

出典：同上

空中写真 平成 22（2010）年

出典：同上
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航空写真 1963 年頃

出典：高知大学蔵

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第 44 連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用

航空写真 1967 年 8 月

出典：高知大学蔵

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第 44 連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用
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航空写真 1982 年 5 月

出典：高知大学蔵

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第 44 連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用
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航空写真 1983 年頃

出典：高知大学蔵

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第 44 連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用
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空から見た校舎全景

出典：高知大学教育学部付属養護学校 20 周年記念事業実行委員会編『創立 20 周年』（1989 年）

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第 44 連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用
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『朝倉兵舎に移転関係記録』 出典：高知大学図書館蔵

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第 44 連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用
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「歩兵第 44 連隊転営の件」 出典：アジア資料センター
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「歩兵第 44 連隊講堂新築の件」 出典：アジア資料センター
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「落雷之儀に付報告（歩兵第 44 連隊）」 出典：アジア資料センター
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